
申請から助成までの基本的な流れ 

 

 事 前 相 談  

↓ 

 助 成 申 請（申請者→市町） 

↓ 

 内 容 審 査（市町） 

↓ 

 助成決定通知（市町→申請者） 

↓ 

 工 事 実 施（申請者） 

↓ 

 工事完了届の提出（申請者→市町） 

↓ 

 工事完了検査（市町） 

↓ 

 助成金額の確定（市町→申請者） 

↓ 

 助成金の請求（申請者→市町） 

↓ 

 助成金の支払い（市町→申請者） 

 
※ 上記は標準的な流れです。お住まいの市町や助成を受けるタイプなどによって

多少異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの市町の担当窓口でお尋ねく

ださい。 

市町の担当職員が家にお

伺いして現況を確認する

こともあります。 

申請に必要な書類等は

事前に市町の担当窓口

で確認してください。 

助成決定前に着工（契約）

したものは助成対象とな

りませんのでご注意くだ

さい。 

市町の担当職員が申請

どおり工事が行われて

いるかを確認します。 

【住宅改造型】について

は、耐震診断が必要な住宅

かを確認します。 

市町の簡易耐震診断推進

事業を実施する場合は、住

宅助成事業と並行して簡

易耐震診断推進事業の申

請が必要になります。 

耐震診断が必要な住宅

については、耐震診断結

果が出ていることをも

って、助成金額の確定を

行います。 

県は市町が助成した金

額の２分の１を市町に

補助します。 


